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札幌大学総合論叢　第 31 号（2011 年 3 月）

〈論文〉

表現の自由の価値に関する一再考 
─聞き手と話し手と政府言論─

稲　積　重　幸

はじめに　

１　自己統治の価値と聞き手の重視

２　自己実現の価値と話し手の重視

３　コミュニケーションとしての表現の自由の価値

おわりに　表現の価値と政府言論 government speechの問題

はじめに

猿払事件最高裁判決は，次のように述べた。

「憲法 21 条の保障する表現の自由は，民主主義国家の政治的基盤をなし，国民の基本

的人権のうちでもとりわけ重要なもの」1 であると。この「民主主義国家の政治的基盤」

というのは，表現の自由が自己統治の価値に仕えるという文脈で語られる表現の自由の一

側面であろう。人口約 2700 人の猿払村の，今は廃職となった郵政事務官（かつての国家

Ⅲ種）の政治活動といえども，原則として，民主制の政治的基盤と関連性を有するもので

あるというのが最高裁の見解である。

しかし，いくらなんでも被告人がそこまで考えて選挙ポスターを貼付したとは思えない。

彼自身の政治的信条に基づいて行動することが，まさしく彼の自己実現であったにすぎな

かったのかもしれない。あるいは，彼は自己の政治的信条を多くの人々にコミュニケート

したいと思っただけなのかもしれない。あるいはまた，特定の政党の指示に従った表現行

為の従属的な行使でしかなかったのかもしれない。勿論，最高裁は彼の表現行為が実体と

して何であったのか，そこまで明らかにしてはいない。

ただ，政治的基盤であろうと，自己実現であろうと，これらの価値は全て憲法 21 条が
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カバーしているとされる。というのも，表現の自由は，自己統治だけでなく，自己実現に

も資するのであり，その根拠には，それぞれ民主主義，個人の自律といった価値があると

されるからである。表現の自由は，民主的な統治形態にとって必要不可欠であり，また，

個人の自己実現 self-realizationや，個人の自律 autonomyにとっても必要不可欠だから

である。

ところで，一般には，表現の自由の価値は自己統治，自己実現の二つではなく，次の三

つであるとされることが多い。それは，自己統治，思想の自由市場，そして自己実現の三

つである。この点，シャープは次のように整理する。

「第一は，表現の自由が知的で民主的な自己統治にとって必要不可欠であるというこ

とである。この理論の主要なアメリカでの唱道者はアレクサンダー・ミクルジョンであ

り，・・・・第二の理論は，思想の自由は，意見の自由な交換を保護し，その結果，真実

の探求を高める競争的な思想の自由市場をもたらすことである。表現の自由のこの見解は

卓越した系統を有する。それはミルトンとミルによって表されている。

これら二つの理論は本質的に道具的なものである。表現はそれがもたらされると思われ

る価値によって評価される。第三の理論は，表現そのものに価値を置く。この見解では，

表現は個人の自律の一側面として考えられている。表現が個人の成長と自己実現にとって

必要不可欠であるから保護されるべきであるとするのである」2 。

これら表現の自由の二つないし三つの価値のうち，レディッシュのように，表現の自由

の自己実現の価値のみを優先的に評価する論者も存在する。レディッシュは次のように言う。

「この論文で私が立つ立場は，表現の自由の憲法的保障は究極的にはたった一つの真の

価値―私が『個人の自己実現』individual self-realizationと名付けた価値―に仕えるとい

うものである。この言葉を選んだのは，主としてその言葉の持つ両義性からである。つま

り，それは個人の力や能力の発展―個人が自己の潜在能力を実現するということ―を指

すとも解釈できるし，また，自己の運命を個人が支配していること―自己の選択した人

生の目標を実現するという―を指すとも解釈できるからである。この用語を用いるに際

して，私はこの双方の解釈を含めたい。したがって，私は，一方で『自由』liberty，『自

律』autonomy，他方で，『個人の自己充足』individual self-fulfillment，『人格的発展』

human developmentといった他の表現ではなく，この表現を選択した。前者の二つの表

現は意思決定の価値に限定されてしまうかもしれないし，後者の二つの表現は，個人の発

展という概念に制限されたものとして解釈されるのが適切であろう。

しかしながら，第一修正条項がたった一つの価値にしか仕えないというのは，他の人々

が表現の自由によって心に抱くと思われる価値の大多数―『政治的プロセス』political 
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process，『制御』checking，『思想の自由市場』marketplace-of-ideasといった諸価値―

が無効であるというのではない。私は相互に排斥しあう可能性の中から言葉を選んだので

はないし，また，私が選択した価値がこれらの諸価値に取って代わると主張するのではない。

私の主張は，これらの他の価値は完全に正当なものではあるが，現実には自己実現より下

位の価値 subvalueでしかないということである。それらの価値がどれだけ正当であるか

についても，それぞれの価値が第一の価値，つまり自己実現の価値と照らし合わせること

によって，そして，そうすることによってのみ，説明されうるのである。したがって，表

現の自由への関与は複雑な価値を具体化するものであるというのは，不正確なのである」3 。

しかし，ほとんどの論者は，表現の自由に自己実現と自己統治の双方の価値を見出す。

例えば，サンスタインは次のように言う。

「我々は表現の自由の体系が仕える価値の多元性と多様性を勿論認識しているはずであ

る。第一修正条項は，政治に関してのみ配慮しているのではない。それは同様に自律や自

己発展 self-developmentにも関係を有する。言論の自由の価値の単一で統一的な理論は

どのようなものも，認識不足となるだろう」4 。

サンスタインのいうように表現の自由の仕える価値は多元的で多様であろう。そして，

このことは，まさしく，言語の仕える機能の多様性から生じる。ミハエル・バフチンは端

的に次のように述べている。

「人間のさまざまな活動領域のすべてが，言語の行使と結びついている」。「ことに強調

しておかなければならないのは，（話しことばおよび書きことばの）ことばのジャンルの

極端な多種多様さである」5。活動領域，ことばのジャンルが多様である以上，言葉の仕

える機能，価値も多様なのが当然である。

本稿は，表現の自由の自己実現の価値と自己統治の価値の共通の土台を求めようとする

ものである。自己実現の価値と自己統治の価値の間には境界線が引かれており，どちらを

優先するかといったある意味不毛な議論も存在したわけだが，自己統治と自己実現をコ

ミュニケーションという一つの公分母に導くことができるのではないのかというのが本稿

の主張である。つまり，この二つの価値のいずれにおいても，表現の自由というものが，

コミュニケーション行為の形で現れているという点に着目しようとするものである。我々

人間は，他者とのコミュニケ―ションを通じ，共同体に参加することで，思考力，判断力，

合理性，感受性といったものを身につける。表現の自由の自己実現，自己統治は，それぞ

れ，共同体における人間行為のある特定の一局面を示しているのである。

ただ，コミュニケーション行為といえども一様なものではない。様々な人間関係や様々

な討論がそこには繰り広げられる。従って，表現の自由の価値を考えるに当たり，まず，
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留意しなければならない点は，人間行為の複雑さと，人間と共同体との関与の多様性であ

る。さらに，こうした人間行為は社会的な文脈で理解しなければ無意味である。表現の自

由の自己実現，自己統治の価値も，人間行為の社会的文脈ぬきでは不完全としかいいよう

がない。

このようにコミュニケーション行為が多様であるとはいえ，自己統治の文脈では，とり

わけ聞き手の立場に力点が置かれ，自己実現の文脈では，逆に話し手の立場に力点が置か

れると分類することは可能であると思われ，この点をまずそれぞれ簡略に説明したい。そ

の後で，この二つの文脈を統一するものとして，表現の自由のコミュニケーション的意義

―聞き手と話し手双方の立場に力点を置く，いや，聞き手と話し手が相互に連続してゆく

―を探り，その上で，昨今アメリカで問題視されている政府言論について，この視点から

僅かな光を一閃でも当てたいというのが本稿の狙いである。

また，本稿は，筆者が札幌大学の紀要に今後数年にかけて継続的に掲載してゆく一連の

表現の自由の問題群に関する論文の嚆矢をなすものである。今回の論文の手法は，紙面の

都合上，自己統治，自己実現の公式や定義を演繹的に定立し，形而上学的な議論を展開す

るというのではなく，自己統治，自己実現といった物の見方に関する典型的な論者の見解

を対象とし，そこで述べられている表現の自由の「表現」とは何かを探るというものにした。

１　自己統治の価値と聞き手の重視

表現の自由の自己統治の価値というものは，一口に言えば，表現の自由が民主政治の健

全な運用にとって必要不可欠であるというものである。この考えを取ることからもたらさ

れる長所しては次のものが挙げられよう。

第一に，表現の自由の自己統治の価値を用いることで，政治的表現の自由が表現の自由

の中で中心的な位置を占めることの説明がうまく果たせるということである。日本でも表

現の自由に関する判例は政治的表現の自由がほとんどを占めている。それは，政治的表現

の自由が表現の自由の重要な位置を占めることの証左に他ならない。

第二に，この自己統治の価値を重視することは，表現の自由が民主的に選挙された政府

の行動を制限するものであることを正当化することになる。つまり，この価値においては，

表現の自由の原理が多数意思に対する必要な制約となり，政治的圧力を受けない司法審査

によって適切に行使されるものと観念されているのである。

こうした表現の自由の理解の仕方は，きわめてアメリカ的な産物であるといえる。
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ミクルジョンは，端的に，「言論の自由の原理は自己統治のプログラムの必要から生

じる」と言い，この原理は抽象的な理性の法や自然法ではなく，公的な問題は普通選

挙によって決定すべきであるという基本的なアメリカ人の同意からの帰結であるとする 6。

実際，アメリカでは，表現の自由が権利章典に演繹的に規定されたというのではなく，「表

現の自由，とくに出版の自由を押し出し，これに対する植民地当局の権力的な抑制を排除

しようとした人々の闘い」7 がまず存在し，その闘いから得た市民の同意が権利章典に表

現の自由として結実したのである。

こうした自己統治の行使は，公的な問題に関する意見と情報の自由で開かれた流通を要

求する。なぜなら，公的な問題に関する情報や意見，疑問，批判などを市民が耳にするこ

とが妨げられてしまったら，公共の利益を推進する努力が歪んだものとなり，バランスの

悪いものとなってしまうからである。ミクルジョンも，共同体の思考プロセスが歪んでし

まうと，政府の民主的価値が損なわれると述べている 8 。

このように，ミクルジョンによれば，表現の自由の自己統治の価値は，究極的には，賢

明な決定に基づいた投票の確保であり，そのためにも投票者はできる限り賢明でなければ

ならないというものなのである 9 。とすると，ミクルジョンの視点は，話し手の言葉では

なく，聞き手の知性に向けられているといえるのではないか。また，表現の自由の自己統

治の価値は，投票者が扱わなければならない問題に関する言論のみ保護するということに

なるのではなかろうか。公的な問題になんら貢献しない言論は保護されないのではないか。

しかしながら，ミクルジョンの言うように政治的表現が表現の自由の理解の核心にある

としても，文芸，芸術，科学などの他の表現も当然に表現の自由の保障の射程内に入るは

ずである。そして，政治的表現の自由が，表現の自由の核心にあると解されるのは，政治

的表現がこれら他の表現よりも優れた価値を有するからというのではなく，政治的表現が

国家による検閲に脆いというその脆弱さゆえであろう。この点につき，サンスタインは次

のように述べている。

「政治的言論を規制するには政府の負担がはなはだしくなるという主張は，政府の動機

に対する理にかなった見解に基づく。政府が偏見にみち，違法で，堕落し，不公平な配慮

に基づいて行動する可能性が高いのはまさに政治的言論の規制の場合だからである。政府

が政府利益を害するかもしれない言論を規制している場合，政府が怪しまれるのは当然で

ある。問題となっている言論が政治に関するものである場合，その政府の利益は確実に危

機に瀕している。従って，政治が問題となっている場合には，政府への不信の前提がまさ

に問題となっているのである。不信の前提が強固な場合，正当化という負担は最大なもの

となる」10 。
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このようなサンスタインの指摘は，政府が政治的表現の価値を適切に評価できない可能

性があること，政府が自己への批判を抑圧しようという衝動にかられる可能性も高いこと，

一言で表せば，表現の自由の制御機能を示す。

ところで，ミクルジョンは，政治的問題と直接関係のない他の表現にまで表現の自由の

保護を広げるにあたって，一風変わった手法を用いている。

かつて，ミクルジョンはアメリカ憲法の第一修正条項は，まさに，投票者が決定しなけ

ればならない問題，言い換えれば，公的利害に関する問題に直接間接に結びつく言論のみ

を保護していると述べた。このことから，ミクルジョンは文学作品などの価値を無視して

いると批判されることになる。しかし，こうした批判を受けたミクルジョンは，後年，別

の論稿で，そのような批判は不当であり，第一修正条項の憲法的保護をそれら文学作品に

も及ぼすことができると主張したのである。ただ，その理由は，文学作品そのものに自己

実現の価値があるというのではなく，文学作品が投票者の知恵や感性に貢献するからであ

るという。あくまでも，投票者を中心に据えて議論を展開するのである。これはミクルジョ

ンが表現行為というものを聞き手の立場から論じていることに他ならない。文学作品を書

く者の立場から論じてはいない。

ミクルジョンは次のように述べる。

「まず，『投票』の自由は，公的問題に関する公的な自己統治的判断の表現であり，絶

対的に保護されなければならない。彼の下部機関はどれも，彼に投票はこうしなければと

かああしなければとか圧力をかけることはできない。下部機関は彼にどのような投票をし

たか教えるように要求することもできない。また，何人も彼の政治的信条や政治的結社に

ついて強制的に尋問することはできない。その領域では，彼は，憲法的権威を有し，彼の

機関は持っていないのである。

第二に，投票者が知識，知性，人間的価値に対する感受性を引き出し，できる限り広範

囲に一票が行使すべき理性的で客観的な判断能力を持つ人間のコミュニケーションの範疇

には思想と表現の多くの形態が存在する。これらはその自由を縮減されてはならない」11 。

とし，次の四つを政治的表現の自由以外にその自由を認める。それらは，①教育，②哲学，

科学，③文学，芸術，④公的問題の討議，である。

しかし，グリーンワルトは，ミクルジョンのように表現の自由のカバーする範囲を，個

人的な問題を排除し，より大きな社会にとって関係性を有する一般的な討議に限定する見

解を批判する。つまり，政治的な言論と私的な言論との境界は極めて不明確であり，後者

を排除することはできないと言うのである 12 。

さらに，ミクルジョンのように政治的表現の自由はその憲法的保護において絶対でなけ
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ればならないという主張はある種の困難が付き纏うのではないか。ときに政治的表現が行

動を伴う場合，他の利益や公益といったものと衝突することが予想されるからである。こ

の点，ミクルジョンは次のように述べ，こういった非難をかわす。

それは，詐欺的，操作的，個人攻撃的なコミュニケーションは，たとえその内容が政治

であっても，政治的表現のレッテルを張ることを否定すればよいというのである。なぜな

らこれら詐欺的，操作的，個人攻撃的な表現には政治的な討議に果たす価値がなく，投票

者が賢明な政治的判断を下せる能力に貢献しないからだというのである。

しかし，一体どのようにして，政治的表現が詐欺的，操作的，個人攻撃的であるかを判

断するのか。またそのような表現が投票者の賢明な政治的判断に貢献するか，あるいは鈍

らせるかという判断も，きわめて困難なものとなろう。

討議民主主義が，詐欺的表現や操作的表現は討議そのものを阻害するものとして，それ

ら表現の規制を要求するとしても，これらの表現を排除することは政治的討論に参加する

個人の機会を制約するものとなるのではないか。この点，ロバート・ポストはミクルジョ

ンを批判して次のように言う。

「ミクルジョンのタウン・ミーティングのモデルは，正確に言えば，公的討議に必要と

される不確実性を犯す。『賢明な決定に基づく投票』は政府の干渉から自由であり続けな

ければならないことは認めるが，ミクルジョンのモデルは機能と手続の諸前提に基づく公

的討議の検閲を許してしまうのである。ミクルジョンは実体と手続の間の中立的な区別を

主張できないまま，民主的自己統治という範囲に収縮させることを正当化している。とい

うのも，彼が履践したいと望む手続的前提は，実体的前提と同様に，究極的には集団的な

アイデンティティといった特有で論争の多い概念に基づいているのである。彼のタウン・

ミーティングというパラダイムは，特に，アメリカのデモクラシーの機能が秩序だった，

効率の良い，合理的な共通の事業の処置を成し遂げることにあり，その機能と矛盾する公

的討議の諸側面は，憲法的には使えないということを示している。このような公的討議が

縮減される程度において，国民のアイデンティティの特定の概念は，自己決定というコミュ

ニケーション過程の範囲を超えている。

したがって，ミクルジョンの分析の難点は，自己決定の範囲に関し不十分なまでに過激

な概念を反映し，これは，単に集団的な決定の実体のみならず，このような集団的な決定

が生じているものとして必ず認識される機能のより大きな枠組みも反映しているというこ

とである」13 。

ポストは民主主義には不確実性が必要であり，ミクルジョンの見解は不確実性を許さず，

公的討議に資することのない，また，市民の自己統治の能力に資することのない言論を排
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除することになるというのである。

ミクルジョンのような，表現の自由の価値を自己統治のみに求める見解の問題点は次の

二点に集約されよう。

まず，表現の自由の中心的な価値が自己統治であるとし，その自己統治のために，個人

が自己のコミュニティーや自己の人生に少なからず影響を及ぼす決定に参加する市民の権

利が肝要であるとしたら，このような配慮は国政のみには留まらないのではないかという

ことである。つまり，自己統治は，職場，学校，市場などにも広がってゆくことになる。

これらこそ，個人の生活にとって中心的なものであるからである。

たしかに，職場は，国政の統治プロセスと同じ原理によって組織・構成されてはいない。

しかし，職場は，労働者が労働条件，生産品の質，管理体制などについて議論する権利を

持つ，開かれた存在になるべきである。この点，エストランドは，次のように述べている。

「職場はその規制と統治に関する言論の特に重要なフォーラムである。しかし，職場に

言論を特別に持ち込むことは，社会に存在する中間団体としての職場の役割によって重大

な影響を受けるのである。職場は個人と社会全体とを取り持つ働きをし，職場は市民とし

ての役割にも応用できる価値，習慣，特徴を育む場所を提供する。職場において，個人は

他者－主に，よそ者，しばしば多様な文化的，政治的，宗教的背景を有する―と，共通の

目的に向けての建設的な意味での交流をする」14。

最近，表現の自由が，ハーバーマスの公共圏の観念 15　とともに論じられることが多いが，

職場こそ公共圏の最たるものである。ただ，ここには二つ無視できない問題が潜んでいる。

それは，政治的表現の自由をその自己統治の価値という理由のみで，国政の統治プロセス

の文脈で論じられている表現の自由を職場という私的な領域へ安易に広げてよいのかとい

うことである。つまり，表現の自由の憲法的価値を職場にも保障することができるのかと

いうことである。また，職場で表現の自由の自己統治の価値が損なわれた場合に司法審査

は有効に機能するのかという問題にもつながるのである。

第二の問題は，自己統治の価値をめぐるミクルジョンの見解は，民主主義というものの

本質が代表制の機能の問題ではなく，賢く公的な精神を持った市民の発展の問題となって

いることである。つまり，ミクルジョンは，市民の知恵や価値こそが民主主義にとって必

要不可欠であるというのである。しかし，彼の主張は容易にひっくり返すことができるの

である。民主主義は，市民の知恵や価値の発展や実現にとって必要不可欠であるから価値

があると。端的に言えば，民主主義が先か，市民の知恵が先かはいたちごっこでしかない。

仮に民主主義が共同体の中の個人の政治的傾向の集積でしかないならば，ミクルジョン

のいうような代表制のイメージでも十分であろう。つまり，自己統治の資質のある市民が
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選挙し，選出された議員が議会を構成し，市民の政治的傾向を集約するというイメージの

みで事足りるのである。しかし，それは民主主義ではなく，スノッブな民主主義的気分に

すぎない。

２　自己実現の価値と話し手の重視

　

ミクルジョンのように自己統治としての価値をとりわけ重視する態度，すなわち政治的

表現の自由を中心にした表現の自由の捉え方に対して，法律の素人である一般人，とりわ

けノンポリの現代若者は，受け入れがたい政治性，政治的偏向性を感じ取るかもしれない。

一般的には，表現の自由の表現は，政治的表現のみならず，音楽，芸術，文学の表現の自

由も含むのは当然と思われよう。政治的表現は，自分は無関心で不要であるが，音楽や芸

術の表現は，絶対不可欠で，これを奪われたら死に値するという若者もいるだろう。パ

トリック・ヘンリーは，「我に（政治的）自由を，さもなくば死を」と言ったが，四六時

中 ipodを耳から離さない現代の若者の多くは，「我に音楽を，さもなくば死を」であろう。

ただ，ipodを離さない若者にとって表現の自由は聞き手の自由であり，聞くことが幸福

そのものなのであり，表現行為を行っているわけではない。

実際，表現の自由の価値を個人の利害や幸福に焦点を当てた主張は様々存在する。

例えば，トマス・スキャンロンは，他者の意見を聞くことで誤った判断をするかもしれ

ないという理由から，当該個人に他者の意見を聞かせないということは，個人の自律を侵

害し，個人に対する適切な尊重を払わないことになるという。人間には理性と判断力が備

わっているのだから，他者の表現を公正にかつ適切に評価するはずと信頼して良いという

のである 16 。

スキャンロンは，個人の自律を維持するには，自由な表現を確保しなければならないと

言うが，ここでは，自己実現を確保する聞き手の立場に焦点を当てているように思われる。

スキャンロンに対して，市民の表現の自由を話し手の立場から捉えるドゥウォーキンは，

国家が個人の見解を耳にして，それが間違っているとか愚かだとか検閲することは，話し

手への平等な配慮と尊敬に欠けるという。ドゥウォーキンは次のように述べる。

「この理論を有するものは誰でも，勿論，なぜ検閲が他の規制形態よりも有害であるか

の理由を示さなければならない。彼は，政治に関して自己の見解を話すことを禁じられた

者は例えば，高速で車を飛ばすことや，他人の所有物を侵害することや，談合して自由な

貿易を阻害することを禁じられる場合よりもより重大な害悪を被る理由を示さなければな
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らない。

この理由はいくつか示されよう。まず，検閲は当該話し手や書き手が，市民として平等

の配慮を受ける価値がないということや，彼の思想は平等の尊敬を払う価値がないと示す

点で，下劣なことである。あるいは検閲は，話し手に政治に関して平等の発言権を与え

ず，結果として彼を自由で平等な市民としての地位を与えない点で，侮辱的である。ある

いは検閲は個人の人格や純潔性 integrityを阻む点で深刻な問題を孕む。ミルは自由論で

この最後の点を主張した」17。インテグリティはドゥウォーキン理論の重要な概念であるが，

表現の自由の自己実現としての価値はまさにこのインテグリティと結びつくものなのであ

る。そして，表現の自由の原則はまさに話し手のインテグリティを国家が傷つけてはいけ

ないということなのである。

ドゥウォーキンと異なり，より端的に話し手の立場から表現の自由を捉えるのがウェイ

ンリブである。ウェインリブは，個人の自己実現の重要性を主張する。個人は，他者の意

見を聞いたり，それに基づいて考えたり，自己の意見を表明したりして，自らの思考と判

断の能力を実現するというのである。

ウェインリブは，表現の自由の自己統治の価値，思想の自由市場に仕える価値について

触れた後に，自己実現の価値について次のように述べている。

「自律モデルにおいて，権利は，他のアジェンダにとって道具ではない。言論の自由や

表現の自由の価値は真実やある種の政治的装置に貢献することにあるのではない。そうで

はなく，言論の自由の憲法的保障は，言語と他の意味のある表現形態が人間の自己実現の

能力を現実化することの理解にあるのである。したがって，焦点となるのは，コミュニケー

ション行為そのもの，つまり伝達されたものを受領したり，反応したりするという相互関

係的な行為というよりも，思考能力から生まれる意義のある表現なのである」18 。

 ウェインリブは，「思考能力から生まれる意義のある表現」を伝えることの重要性を説

く。しかし，これは一面的なように思われる。そもそも他者とのコミュニケーションを無

視して思考力のみからは何も生まれないということを看過しているのではなかろうか。

ところで，時に，自己実現といった積極的な価値観により表現の自由を重視する見解の

みならず，全く消極的かとも思われる見解もある。ハイマンは，表現の自由の価値を，そ

れが際立った価値を有するからではなく，無害な行為であるから価値を有すると主張す

る 19 。このハイマンによれば，表現の自由の価値が加害原理そのものから生じる。これは，

ミルに他ならない。ミルは，個人は他者を害さない限り自己の思うように行動する自由を

有すると勇敢にも主張した。個人の表現とはいえ，大音響の音楽や，交通を著しく阻害す

るデモ行進など他者を害することはありうるかもしれないが，そこで伝達されたメッセー
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ジは精神的なインパクトを有するだけで，害悪そのものはないというのである。

このような見解はある意味で誤謬かもしれない。個人というものは，表現行為にあたり，

すくなくとも他者の物の考え方に影響を与えたり，ひいては世界に影響を与えようとした

りして表現しているはずなのである。したがって，メッセージが物理的な影響はともかく

としても，他者に何らかの害悪をもたらすことは多いにありうるのである。そして，害悪

とは極めて多義的でもある。例えば，扇情的な表現を受領した者が，性的な刺激を受け性

犯罪に出ることもあろうし，また，政治的な煽動表現により，受領者が公務執行妨害罪違

反も厭わない違法行為に出ることもあろう。しかし，ここでは，結果は害悪として犯罪な

り違法なりの評価を受けるが，その原因となったかもしれない表現行為そのものの害悪性

は受忍され許容されることもある。

表現の自由の自律的側面，すなわち自己実現の価値を重視するならば，表現の自由を単

に個人の自由な行為の一方的な行使ではなく，表現の自由を一種のコミュニケーション行

為であると捉えるほうが，筋は通るのではないか。

しかし，なぜ，コミュニケーション行為に憲法的価値を付与してこれを保護しなければ

ならないのかという問題が生じる。ある人間の表現内容が誤っている場合，彼を黙らせる

ことは許されないことであるのに対し，その人間を批判することは，なぜ許されるのか。

なぜ，聞き手が，どう考えてもまともではない見解を聞くことを禁じることは許されない

のに対し，彼が，その見解に基づいてまともではない行動に出ることを禁じるのは許され

るのか。これらの問題に表現の自由の自己実現，自己統治の価値のみでは満足のゆく説明

は不可能ではないか。

この点，ケント・グリーンワルトは，表現の自由の憲法的保障は，政府が思想の伝達を

抑圧すべきではないという政治原理を反映しているとし，自律と表現の間の特別なつなが

りは，コミュニケーションが思想と感情とに結びついているという事実に基づいていると

主張する。彼によれば，この結びつきにより，コミュニケーション行為の抑圧は他の自由

の抑圧よりも人格に対するより深刻な侵害となるというのである。グリーンワルトはこの

点につき犯罪行為を例に挙げ具体的に説明する。「ある種の非コミュニケーション的な抑制，

例えば，性行為やドラッグの使用などに関する抑制も，同様に広い意味では個人の自己表

現を阻害するかもしれない。感情の発露として個人の自己発展の手段としての自由の価値

に基づく主張は言論のみに制限されない。・・・しかし，仮に自由な言論の原理が他の理

由に基づいて説得的であるならば，この正当化はなぜ言論は制限されるべきでないか特別

な理由を提供するはずである」20。そして，その正当化を，言論が自発的な思想と感情に

結びついていることに求める。
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しかし，全てのコミュニケーションが自発的な思想と感情とに結びついているとは言え

ないであろう。個人の表現が個人の人格と結びつくのは，個人が表現により，あるいは他

者とのコミュニケーションにより，自らの思想と感情を人格的に発展させるからである。

例えば，単なる感情の吐露に過ぎない行為は人格的な発展性との関連が薄く表現としての

価値は低いだろう。

言論や表現がコミュニケーションと関連を有するとしても，コミュニケーションとして

の表現の自由の価値がとりわけ重要であるということを説明するのは，一般には自己統治

の価値の立場よりも困難なように思われる。なぜなら，表現の自由のような権利は，社会

の中で個人が維持しなければならない自律に基礎を置き，その意味で集団的な福祉，公共

の福祉の要求からも保護されなければならないからである。自律というものは，本来，社

会から独立した人間存在を措定するが，コミュニケーションとしての表現の自由は，まさ

に個人と個人の間の行為として観念されているからである。

勿論，自己実現としての表現は，自己の思想や観念を他者に伝達しようとする個人から

出発する。この個人においての自由，自律を確保することをまず優先しなければならない。

しかし，自己実現の表現の自由の価値は，伝達されてはじめて有効なものとなる。つまり，

特定の思想や観念が創造されるのは人間と人間の交流のプロセスにおいてであり，一人の

個人の中で生まれるのではなく，個人と個人の間，共同体の中で生まれるのである。ここ

にコミュニケーション行為の意義が潜むのではないか。

たしかに，自律というものを，個人が自己の人生につき自分で考え，自分で判断し，行

動する能力と，集団的な決定プロセスに参加する能力と解すとしたら，表現の自由は個人

の自律の実現にとって重要な役割を果たすことになる。また，自己実現というものを意識

的・感情的な個人の内面の発露と考えたとしても，表現の自由は個人の自己実現にとって

意義を有するだろう。しかし，こうした自律の側面での表現の自由は，ウェインリブの言

うように，あくまでも話し手からの構成なのである。

３　コミュニケーション行為としての表現の自由の価値

自己実現，自己統治，いずれの価値を表現の自由の基礎に据えたとしても，そこには共

通してコミュニケーション行為としての表現というものが存在する。敷衍すると，この二

つの立場どちらも，人間の判断，理性，感情，個性というものは全て，友人や家族，同僚，

コミュニティーの他の構成員とのコミュニケーション行為を通じての交互作用によって実
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現されることを前提としているのである。もちろん，自己統治は聞き手の立場を重視し，

自己実現は話し手の立場を重視するという差異はあるがいずれも，コミュニケーションを

重視していることに変わりはない。

ただ，コミュニケーション行為としての表現の自由という考え方は従来の憲法学では，

日本においても，そしてアメリカにおいても一般的ではなかったように思われる。それは，

グリーンワルトが言うように，コミュニケーションの多くは表現の自由の問題を惹起する

と考えられることは決してなかったからである 21。例えば，偽証，ゆすり，殺人の依頼が

ある種のコミュニケーション行為であるとしても，表現の自由とは全く関係ないのは明ら

かである 22。

コミュニケーション行為の構成要素である発話，言語の使用は，社会的な活動であり，

この社会的活動により個人はお互いの関係を築く。この点，トンプソンは，次のように述

べている。

「コミュニケーションが一種の行為であると言うことは，今や当たり前となった。オー

スティンが，発話は一種の行為であり，単にある事態を伝えたり，描写したりするだけで

はないと述べて以来，私たちは言語を話すことは，個人が他者との関係を築き，また再生

するための社会的活動であるという事実を意識するようになった」23。

厳密に言えば，話者というものは，自己を他者に表現しようとする際に，討議において

生み出される言葉を借りているというのが正しい言い方かもしれない。ある種の言語ゲー

ムのルールに従って行動しているだけなのかもしれない。言語というものは個々の話者よ

りも先に存在しているからである。この点，バフチンは端的に次のように述べる。「話者

の誰もが，程度の差はあれ，みずからも返答者なのである。というのも，彼は宇宙の永遠

の沈黙を最初に破った話者ではないからで，彼は自分の使用する言語が体系として存在す

るのを前提とするだけでなく，先行する何らかの発話―自分や他人の発話―をも前提とし

ており，それらと彼の所与の発話はなんらかの仕方で関係しているからである」24　と。

言葉と言うものは個人の中で生まれるのではなく，間主観的に生み出され，話者のコミュ

ニティーによって維持されるのである。言葉は無色透明な媒介ではなく，個人の思想を伝

達する道具なのである。さらに，言葉は個人の思想に対応する言葉の選択以上のものを意

味するのである。つまり，言葉を用いることで，はじめて個人は自己の思想を明確にする

ことができるのである。逆に言えば，個人の思想と言うものは言葉によって一部作られる

のである。テイラーも主張することだが，私たちが表現に用いる言語を私たちは完全に支

配することはできないし，また，言語が私たちを支配することも不可能である。このこと

をバフチンは，言葉は誰に帰属するものでもない，生きたコミュニケーションにおける言
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葉の使用は，本質的に常に個人的なものであり，文脈に依存するものであると述べている。

個人は，自己の思想を他者に表現するに際して，言語の使用者自らよりも大きな共同体に

帰属する社会的に作られた言葉を用いるのである。しかしながら，バフチンは次のように

も言う。

「話者は，無垢ないまだ名前をもたぬ対象のみを相手にして，最初にそれらを命名する

聖書の中のアダムなのではない」25。つまり，我々はつねに特定の個人的な発言において

のみ言葉を耳にし，個人的な表現とみなさなければならない特定の個人的な作品（文脈）

の中で言葉を読むのである。

また，チャールズ・テイラーによれば，言葉というものは，我々の感情や思想に形を与

えてくれるものであり，個人の思想というものは，抽象的な形を言葉によって与えられた

とき初めて生じるという。言葉にすることによって初めて，それまで個人の内面でしか意

味を持たなかったものが明確な意識を与えられるのである 26。

テイラーは，私たちは言語を通じてどのような行動をしているのかという問いに対し，

三つの答えを用意する 27。まず，言語によって物事を公式化する。つまり，言語によっ

て，私たちは以前には不明確に感じていただけのものを明確に意識するということ。ある

事柄を公式化することで，その事柄に十分で明確な意識を向けるということである。第二

に，言語は話者の間で，ある問題を開かれた状態に置くことに仕えるのである。つまり，

言語によって，私たちは物事を公的な空間に置くことができるといっても良かろう。第三

に，言葉という媒介によって，私たちの重大な関心事の幾つか，特に人間に関する関心が，

私たちに影響を及ぼすことになるのである。端的に言えば，テイラーの言葉の機能は，私

たちの感情や思想に形を与え，それを公にし，他者に影響を及ぼすということなのである。

他者への影響という点については，シフリンも次のように述べている。「何百万人の個人

の私的な日常のコミュニケーションといえども，世論に大いに影響を及ぼすのである」28 と。

これらは公共的空間におけるコミュニケーションの一つの有り様に他ならない。

ただ，テイラーの言う自己の思想や感情に抽象的な形式を与える作業は，自己に対する

だけではなく，他者に対するものでもあることに留意しなければならない。何かを表現す

るということは対話の中に入ることに他ならない。つまり，共同体の構成員とのコミュニ

ケーション関係に入ることにほかならないのである。テイラーが言うように，個人が何か

を表現するということは，当該個人がそれを公式化するだけではなく，公的な空間に置く

ことであり，ある特定の問題に焦点を当てた共通の行動において他者と結びつくことであ

る。個人は，自己の思想や感情に抽象的な形式を与え，個人と他者の前に討議の一部とす

ることで，さらにその思想と感情とを考慮するのである。そうすることで相手の反応や表
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情を知ることでさらに自己の思想と感情とに磨きをかけることができるのである。

個人が話をするとき，それは特定の個人であれ，一般聴衆であれ，だれかに向かって話

しているのである。彼が話す内容，話し方は，だれに向かって話しているのか，なぜ話し

ているのかによって変わってくる。

バフチンは次のように言う。

「どんな個々の発話も，言語コミュニケーションの連鎖の一環なのである」と。そして，

「発話は言語コミュニケーションの先行の環だけでなく，後続の環ともむすびついている」29。

効果的なコミュニケーションは，話し手と聞き手が様々な意味の表現にもかかわらず共

通の了解を有することが肝要である。

この点につき，スタイナーは，仮に全ての発話の実体的な部分が公的なものでなく，よ

り正確には，公的なものとして扱われないならば，混沌や自閉が生じるであろう，と述べ

ている。スタイナーによれば，言語は公的なものでなければならないのである。実際，意

味は一つのプロセスであり，交換，矯正，互恵性の帰結でなければならない 30。ここでス

タイナーが「公的なもの」というのは，ヴィトゲンシュタインのいう私的言語の否定のこ

とであり，ミクルジョンの言う自己統治の文脈での公的なものではない。ヴィトゲンシュ

タインは，内的な観念とか意味などが我々の言語行動を導くという考え方を否定し，言語

行動を導くものとして，人々が一致して示す反応と，その反応が行為と関連するあり方，

この両者の組合せである生活の形式（Lebensform）というネットワークであると述べて

いる 31。ヴィトゲンシュタインがこのネットワークの中に他者とのコミュニケーションを

含めるかは定かではないが，少なくともスタイナーは含めているようである｡ しかし，同

時に，スタイナーは，特定の発話は必ずしも他者によって共有される必要のない特定の生

活史から生じる前提によって解釈されることもあるという。これはスタイナーがヴィトゲ

ンシュタインの言うネットワークが発話を導くと考えているからであろう。

バフチンも同様の趣旨を述べている。

「記号とは，間個人的領域においてはじめて発生しうるものであるが，ただしこの領域

は直接的な意味での『自然的』なものではない。ふたつのホモ・サピエンスのあいだには

記号も発生しない。ふたりの個人が社会的に組織されていること―集団をなしていること

が必要なのである。そのときはじめて記号的環境が形成されうる。個人意識はこのばあい，

なにも説明しえないばかりか，逆にそれじたいが，社会的・イデオロギー的環境からの説

明を必要としている」32。

バフチンのいう「社会的・イデオロギー的環境」とは，ヴィトゲンシュタインのいう「ネッ

トワーク」とほぼ重なるであろう。ただし，ここでバフチンの言う「記号」は「言葉」と
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は異なる。バフチンによれば，言葉は，もっとも指示力にすぐれた純粋な記号であるばか

りではなく，中立的な記号でもあり，いかなる特有のイデオロギー的機能に対しても中立

的な立場にある。

そして，こうしたネットワークを反映してなされる意味の創造というものは，共有され

たプロセスであり，これは話し手と聞き手の間に生じるものであろう。話し手というもの

は聴衆によって受動的に受け入れられる意味を単に伝えるだけではない。理解というもの

は，聞き手が聞いたものを理解しそれに基づいて行動する活動的で創造的なプロセスであ

り，その素材を自己の知識と記憶の中に位置付ける行為である。

聞き手は，省察と自己省察の道具として，つまり，自己と他者と自己の属する社会につ

いて考える基盤としてこうした抽象的な形式を用いるのである。さらに聞き手という概念

は，話し手の言葉に対する理解と反応によっても形成される。コミュニケーションから独

立した思想の存在を認める立場に対し批判的であるバフチンは，「いかなる人間の言語体

験も，他者の個人的発話との不断の相互作用のなかで形成され発展してゆく」33。と述べ

ている。

要は，行為とアイデンティティの間主観的な理解こそ，表現の自由，真実発見，自己統

治，自己実現の価値の根底にあるということである。つまり，表現の自由が価値を有する

のは，他者とコミュニケーションをとることにより，個人が自己の思想や感情に明確な形

式を与え，自己や他者や自己の属する社会について，より深い省察と自己省察に到達でき

るからであり，コミュニケーションを通じて，個人は積極的な意味での自律的存在となり，

意識的に自己の人生の方向付けをなすことができ，自己の共同体にも参加することができ

るからである。そして，こうしたコミュニケーションにより，個人は様々な関係を他者と

結ぶことが可能となり，様々な集団的な活動にも参加できるのである。

おわりに　表現の自由と政府言論 government speech の問題

今まで，表現の自由の価値について整理し，コミュニケーションとしての表現の自由と

いう視点に焦点を当てた。最後に，最近議論される政府言論 government speechについて，

コミュニケーションとしての表現の視点から新たな光を当てたい。

政府言論とは，オルリーの整理 34　によれば，次のようになる。

政府 governmentは，しばしば，ある行為や表現を強制的に罰するだけでなく，社会環

境に影響を及ぼすことや，人々の考えを変えることを目論んで，政府独自の見解を表明す
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ることにより，国民の行為や思考に影響を及ぼそうとすることがある。ここでは，政府は

思想の自由市場の一競争相手でしかないため，表現の自由の規定により，政府にそのよう

な行為を控えるように要求できない。このような，政府の言論を政府言論という。端的に

まとめれば，政府言論とは，政府が専ら思想の自由市場における話者として，言論を行い，

国民の行動，表現に影響を及ぼす言論のことをさす。

そして，この政府言論は判例で，政府言論の法理 government speech doctrineとして

アメリカでは確立されたとされる。政府言論そのものがアメリカで論じられるようになっ

たのは 1990 年代である。裁判例としては，ラスト対サリバン事件 35　が政府言論の判例の

嚆矢とされる。この事件では，公衆衛生事業法 public health service actのタイトルＸの

下で，家族計画（避妊）助成金を受けている医師は，患者と堕胎について議論してはなら

ないという規制が課せられていた。アメリカの最高裁は，この箝口令（gag rule）を以下

の理由から合憲とした。それは，政府はある行為（堕胎）を排斥してある行為（避妊）に

助成することを選んだに過ぎないからだというのである。この見解によれば，政府はある

見解を抑圧したのではなく，単に助成金を受けている医師に計画から外れた行為を行わな

いように禁じただけだということになる。なるほど，政府言論 government speechとい

う表現は，判決文のどこを見ても出てこない。しかし，このラスト対サリバン事件が，後

のリーガル・サービス株式会社対ベラスケス事件 Legal Services Corp v. Velazquez36　で，

裁判所は，ラスト対サリバン事件は政府言論の法理を定立したものであると評価している。

そこでは，簡潔に「見解に基づいた助成の決定は政府が話し手そのものである場合には支

持されうる」と述べているのである。

政府言論の問題は，表現の自由の従来の理論を根底から揺るがすものであった。それは，

従来の議論においても，政府は，国民の表現の中身を差別できないとされていたはずなの

に，政府が話し手である場合は，これを差別できることになったのである。政府が言論を

差別できない理由の一つには，先に述べた思想の自由市場，表現の自由の自己実現，自己

統治の価値から当然であったからだ。

しかし，堕胎を違法として取り締まる政府が，堕胎はいけないものだと語り，医師に患

者と堕胎についての議論すらも禁止することが許されるのは，政府が話し手の場合には表

現の自由による規制を受けないからであり，そのような政府言論の法理は，国家の統治権

に基づき，行政国家現象の要請に応えるものだと片づけてよいのだろうか。

たしかに，政府言論の法理は，政府が話し手になる場合であるから，ここでの政府は権

力主体ではない。したがって，政府も思想の自由市場に入り込み，政府も自己実現の主体

となる。端的に言えば，政府も表現の自由の主体となるのである。言論をなす個人は「自
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分自身の意識内容の所有者，自分の考えの作者，みずからの考えや望みにたいして責任を

もつ一人格」であり，そのようなものとしての個人は，「社会的・イデオロギー的な現象」

だとすれば，政府言論では，政府は社会的・イデオロギー的な現象として現われているは

ずである。このような立論を妥当とすれば，従来の表現の自由の理論ではこれを反駁する

力に乏しいようにも思える。

ただ，自己統治の価値としての表現の自由の文脈である民主制のプロセスにおいて，話

し手にしかならない存在は，聞き手である国民に対して，一方的に見解を押し付ける存在

となる。それは，むきだしの国家権力に他ならない。また，自己実現の文脈で語る表現

の自由において，専ら話し手として自己実現しようとする自律的な存在としての国家は，

いったい何を実現しようというのか。ある種の見解を強制することにより，権力の実現

でしかないのではないか。

いずれにせよ，政府言論の法理は，現代にリヴァイアサンを蘇らす巧妙な詭弁でしかな

い。ただ，政府言論を言論ではないと評価するには，表現の自由の自己実現，自己統治だ

けでは決め手に欠くのではないか。

ここはやはり，ソ連の圧倒的な政府言論の下で，人間的な言論のありようを文芸の形で

求めたミハエル・バフチンの主張によるのが有効であろう。

バフチンがどんな個々の発話も，言語コミュニケーションの連鎖の一環なのであるとし，

発話は言語コミュニケーションの先行の環だけでなく，後続の環ともむすびついているという

主張を政府言論にあてはめた場合，そもそも国家は誰とコミュニケーションするのだろうか。

コミュニケーション行為としての表現の自由という理念からすれば，政府言論は，まさに，

話し手としての政府という仮面を被った国家権力が疑似的なコミュニケーションをはかり

つつ，国民のコミュニケーションの自由を制限することに他ならないのではなかろうか。

また，話し手として固定化された政府の存在はコミュニケーション行為をするとは言え

ない。それはとても言論とはいえないのである。このように，コミュニケーション行為を

表現の自由の中核的価値に据えることで，全くコミュニケーションを無視している一方的

な思想の垂れ流しである政府言論なるものの問題性が顕在化するのではなかろうか。

さらに，言論を発話ととらえ，あらゆる発話が何らかの先行行為によって惹起され，さ

らに後続の行為へと続いてゆく連鎖ととらえるとすると，政府言論は，バフチンが否定

するところの，「コミュニケーションから独立した思想の生成」37　に他ならない。それは，

対象のあらゆる文脈を無視し，実生活との繋がりを持たない，精神分裂症的な発話でしか

ないのである。国民がかかる発話に翻弄される存在となったら，表現の自由なき暗黒の中

世に逆戻りすることになろう。
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